
　この明細書は、医療費控除の適用を受ける場合に使用します。医療費控除を受ける際は明細書の提出が必須となり

ます。この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、

ご留意ください。

1.  医療費通知に記載された事項

医療費通知を添付する場合、⑴～⑶を記入します。

※医療費通知とは、医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載

　されたものをいいます。①被保険者等の氏名②療養を受けた年月③療養を受けた者④療養を

　受けた病院、診療所、薬局等の名称⑤被保険者等が支払った医療費の額⑥保険者等の名称

※あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知

　に限ります。

※医療費通知に保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元

　できない程度に塗り潰してください。

⑴「医療費通知に記載された医療費の額」欄

あなたが負担した医療費の合計額を記入します。通知が複数ある場合は、全て合計し記入します。

⑵「⑴のうち、その年中に実際に支払った医療費の額」欄

⑴の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。

※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので領収書をご確認ください。

⑶「⑵のうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄

生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定に基づき受け取った保険金や給付金（入院費

給付金、出産育児一時金、高額療養費など）がある場合に、その金額を記入します。

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引

きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。

2.  医療費（上記1.  以外）の明細

その年中にあなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記

入します。なお、「領収書1枚」ごとではなく、「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入できます。

（「1.  医療費通知に記載された事項」に記入したものについては、記入しないでください。）

 

医療を受けた方の氏名を記入します。

⑵「病院・薬局などの支払先の名称」欄

診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。

⑶「医療費の区分」欄

医療費の内容として該当するものを全てチェックします。

⑷「支払った医療費の額」欄

医療費控除の対象となる金額を記入します。

⑸「⑷のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄

上記1.の⑶と同様です。
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